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 本事故は、夜間、貨物船 JIA DEが、京浜港Ｋ１錨地に錨泊中、台風第１９号が接近して

増勢した風及び波を受けて船体が動揺する状況下、波の打ち込みにより上甲板に滞留した

海水（以下「本件滞留水」という。）が貨物倉に浸水し始めたため、操舵不能となったのち

に左舷船首方から左舷側面に一段と増勢した風及び波の打ち込みを受けるようになり、船

体が右舷に大きく傾斜して貨物倉への浸水が続き、復原力が低下していたことによって横

転し、貨物倉内への浸水が進んで沈没したことにより発生したものと考えられる。  

本件滞留水が貨物倉に浸水し始めたのは、貨物倉通風筒の開口部蓋が開の状態となって

いたこと、並びに貨物倉のハッチカバーにおいてドレン受けの破口及び変形があったこと

から、貨物倉の風雨密が保持されていなかったことによるものと考えられる。また、甲板

上への波の打ち込みは、JIA DE の乾舷が貨物倉への浸水及び本件滞留水によって小さくな

ったことから、更に助長されたものと考えられる。  

JIA DE が操舵不能となったのは、船体動揺によって上甲板上の空気抜き管からＡ重油タ

ンクに混入した水が燃料油と共に発電機原動機の燃料油供給配管系統から発電機原動機に

供給されたことから、同原動機のシリンダ内で燃焼不良又は不着火を起こし、発電機が停

止して船内電源を喪失したことによるものと考えられる。 

  

このことから、運輸安全委員会は、本事故の調査結果を踏まえ、同種事故の再発防止及

び被害の軽減を図るため、旗国であるパナマ共和国海事局に対して次のとおり勧告する。  

パナマ共和国海事局は、荒天中に乗組員及び船舶の安全を確保するために、パナマ共和

国籍船舶の船舶所有者及び船舶管理会社に対して、次の事項を実施するよう指導すること。  

(1) 船長及び乗組員に対して、荒天が予想される際には、貨物倉通風筒の開口部蓋等の

暴露甲板における開口部の閉鎖を確実に実施するよう指導すること。  

(2) 船長及び乗組員に対して、荒天時を含むいかなる状況でも十分な乾舷が維持できる

よう、船体のコンディションを調整するよう指導すること。  

(3) 船長及び乗組員に対して、燃料油タンクの空気抜き管に水の浸入を防止するための

管頭金物等が取り付けられていない場合には、水が混入した燃料油が発電機原動機等

の燃料油供給系統に入らないよう、燃料油タンクのドレン排出作業を、荒天時の船体

動揺があるときにも行うよう指導すること。  

(4) 船長及び乗組員に対して、非常時の総員退船に関し、携行品の持ち出し、船内から

脱出する行動、救命胴衣及び適切な服装の着用並びに海上における生存技術に関する



訓練を再度実施するよう指導すること。  

(5) 所有する船舶又は管理する船舶の貨物倉ハッチカバーの風雨密が保持されるよう保

守整備を実施すること。 


